
児童手当口座変更申請書 
 

（あて先）南阿蘇村長 

 年   月   日 

次のとおり登録口座の変更を申請します。 
 

住所：南阿蘇村大字                    

受給者氏名：        (生年月日：    年  月  日)  

【代理人氏名：         （受給者との関係：     ）】 

電話番号：                       
（担当からお電話することがありますので、日中に連絡が取れる番号をご記入ください。） 

 

変更前の口座 

金融機関名 支店名 

口座名義（フリガナ） 口座番号（普通口座） 

       

 

変更後の口座 

金融機関名 支店名 

口座名義（フリガナ） 口座番号（普通口座） 

       

 

【注意事項】 

①児童手当は、児童を養育する方が複数いる場合恒常的に所得が高い方（主たる生計維持者）に支給するよう

に法律で定められています。それ以外の方の口座や対象児童本人の口座には支給できません。 

 また、受給者名義の口座であっても児童ごとに複数口座に分けるということもできません。 

②登録作業の都合上、６月、10 月、２月の各支給日の直前に変更を希望された場合、口座変更が直近の支給に

は間に合わないことがありますので窓口にてご確認ください。 

③変更後の口座の通帳、またはカードの写し等を必ず添付してください。 

 
 

【確認事項（村記入欄）】 

【本人確認書類】 

□マイナンバーカード 

□運転免許証 

□その他（             ） 

 

処理日 ／    ／ 処理担当者  

 

携帯（ 受給者 ・ 配偶者 ） 

自宅 ・ その他（    ） 

□本人来庁による提出 

□代理人（     ）来庁による提出 

□受給者本人の了承 

□（    ）月期定時支払い分から変更 


